
事業群評価調書（令和４年度実施）

1-1 溝口　聖

5

② 759,290

基準年 R3 R4 R5 R6 R7 最終目標（年度）

目標値① 651経営体 763経営体 875経営体 987経営体 1,100経営体
1,100経営体

（R7）

実績値②
416経営体

(H30）
639経営体 進捗状況

達成率
②／①

98% やや遅れ

基準年 R3 R4 R5 R6 R7 最終目標（年度）

目標値① 3.9㎥/人日 4.0㎥/人日 4.1㎥/人日 4.2㎥/人日 4.3㎥/人日
4.3㎥/人日

（R7）

実績値②
3.7㎥/人日

(R元）
算定中 進捗状況

達成率
②／①

― 順調

R2実績

R3実績

R4計画

【活動指標】

14,533 9,535 9,348 12 12 100%

18,764 8,212 9,217 12

【成果指標】

5,500 算定中 ―

― ― ― 5,500

認定農業者の経営力向上等により、雇用型経営体へのステッ
プアップ等担い手の育成・確保を図った。さらに、個別指導等に
より、家族経営の法人化、法人経営の安定化等に取り組んだ。

認定農業者

認定農業者を対象と
した研修会回数（回）

R2実績

２．令和３年度取組実績（令和４年度新規・補正事業は参考記載）

事
業
番
号

取
組
項
目

中
核
事
業

事業費　(単位:千円）

うち
一般財源

人件費
(参考)

事業実施の根拠法令等

法令による
事業実施の
義務付け

県の裁量
の余地が
ない事業

他の評価
対象事業

(公共、研究等)

事業概要

令和３年度事業の実施状況
（令和４年度新規・補正事業は事業内容）

事業対象

令和３年度事業の成果等

指標（上段：活動指標、下段：成果指標）

主な指標

達成率

R2目標

R3目標

R4目標

R3実績

事業期間

事務事業名

所管課(室)名

ながさきの農業担い手
育成支援事業費

R3-5

○

農業経営課

1
農業経営基盤強化促進法、元気ある
担い手アクション支援事業費補助金
実施要綱、農業経営法人化支援総合
事業実施要綱

１．計画等概要

（長崎県総合計画チェンジ＆チャレンジ2025　本文） （取組項目）

個別指導や専門家の派遣による農業者の経営力の向上を図ることにより、農業所得1,000万円以上を確
保する経営体を育成するとともに、労力確保のための外国人材等の活用及び農福連携の取組や青年・女
性農業者が活躍できる場の拡大と働きやすい環境づくりを進めます。
　また、労働生産性の向上により、木材生産量を拡大し、林業専業作業員の所得向上を図ります。

ⅰ）農林業経営者が安定して事業継続できる経営力の強化

　　　　　　　　　　指　標 （進捗状況の分析）

農業所得1,000万円以上が可能となる経営規
模に達した経営体数

農業においては、農業者の経営力強化、新たな雇用創出、担い手の呼
び込みにつながる雇用型経営体・法人経営体の育成のため、中小企業診
断士などを活用し、経営改善に向けた個別指導・支援等を行った結果、雇
用型経営体や法人経営体に必要な所得水準である農業所得1,000万円を
確保できる経営体を令和3年度で639経営体育成することができたが、コロ
ナ等の影響による資材高騰・労力確保困難・相場不安定による規模拡大
の見送り等でやや目標を下回った。

林業においては、林業事業体の収益性向上を図るため、低コストで効率
的な作業システムとなるよう、搬出間伐の生産性4.3㎥/人日以上（令和7
年度）を目指し、路網の整備、施業の集約化等の指導･支援による経営体
の育成を図った。

前年度実績は現在算定中であるが、前々年度から高性能林業機械の
導入が８台増えており概ね順調である。

そ
の
他
関
連
指
標

　　　　　　　　　　指　標

搬出間伐の生産性

事
業
群

施 策 名 地域に密着した産業の担い手の確保・育成 事 業 群 関 係 課 （ 室 ） 農政課、林政課

事 業 群 名 個別経営体の経営力強化

基 本 戦 略 名 若者の県内定着、地域で活躍する人材の育成を図る 事業群主管所属・課(室)長名 農林部　農業経営課

令 和 ３ 年 度 事 業 費 （ 千 円 ） 　※下記「２．令和３年度取組実績」の事業費（R3実績）の合計額

取組
項目
ⅰ

●事業の成果
・認定農業者に対し、複式簿記、経営分析、法人
化、経営継承、労務管理等に関する研修会や個
別支援を実施し、雇用型経営体や法人経営の育
成、経営安定・発展につながった。
●事業群の目標達成への寄与
・研修会や個別支援により経営規模拡大に寄与
した。

認定農業者数 (経営
体)



【活動指標】

2,770 0 3,116 15 15 100%

3,452 0 3,072 15

【成果指標】

80 80 100%

― ― ― 80

18,999 0 1,409 【活動指標】 58,334 18,999 32%

20,150 0 1,403 58,334 20,150 34%

58,334 0 1,383 58,334

【成果指標】 100 99 99%

100 100 100%

― ○ ― 100

75,536 75,536 3,521 【活動指標】 88,494 71,957 81%

76,354 76,354 3,506 92,297 72,729 78%

89,519 89,519 3,457 84,948

【成果指標】 100 99 99%

100 99 99%

― ○ ― 100

2,143 2,130 1,174 【活動指標】 4,175 1,612 38%

1,799 1,794 1,169 3,492 1,298 37%

4,377 4,375 1,153 3,409

【成果指標】 100 100 100%

100 100 100%

― ○ ― 100

【活動指標】

726 726 779 6 6 100%

2,133 1,111 1,153 6

【成果指標】

6.5 算定中 ―

― ― ― 6.6

講座受講生数（人）

―

6

次世代農業女子発見・
育成事業費

地域の担い手となる女性農業者を育成するため、今後農業経
営に参画意向のある女性（以下、「次世代農業女子」）の発見・
個別支援を行うとともに、地域で活躍する女性農業者等との交
流会を開催した。

交流会開催回数
（回）

―
R3-5 経営に参画する女性

農業者割合（％）
農政課 女性農業者

基金協会への預託額
（千円）

農業経営改善促進資金事業実施要
綱、長崎県農業経営改善促進資金融
資事業実施要綱H23- 計画どおり償還が行

われている件数の割
合（％）農業経営課 認定農業者

R3-5

農業経営課 農業者、農業法人構成員

農業経営の近代化を図る事業者に対して、民間融資機関の融
資に比し、長期・低利で貸付限度額も有利な農業近代化資金の
融資を円滑に行うため、当該資金を貸し付けた金融機関に対し
て利子補給を行った。

5

農業経営負担軽減支援
資金融資費

経済環境の変化等により、既往負債の償還が困難となってい
る農業者に対して、低利で借り換え償還負担を減らす、農業経
営負担軽減資金を融資した農協等の金融機関に対して利子補
給を行った。

農業者

農業者

●事業の成果
・認定農業者向け低利短期運転資金の貸付実
施のため、貸付原資の一部を預託した結果、15
件の利用があった。
●事業群の目標達成への寄与
・認定農業者の低利な運転資金を確保すること
により、経営力向上に寄与した。

●事業の成果
・農業者向け農業近代化資金の低利な貸付実
施のため、利子補給を行った結果、190件の利用
があった。
●事業群の目標達成への寄与
・農業者の農業経営の近代化により、経営力向
上や大規模農業経営に寄与した。

利子補給額（千円）

●事業の成果
・農業者向け農業経営負担軽減支援資金の低
利な借換貸付実施のため、既貸付分の利子補
給を行ったが、令和３年度の新規利用はなかっ
た。
●事業群の目標達成への寄与
・農業経営の改善を積極的に進めようとする農
業者の既往債務の負担軽減により、経営力向上
に寄与した。

利子補給額（千円）

●事業の成果
・次世代農業女子をリストアップし、農業経営へ
の参画に向けてライフプラン作成を支援した。ま
た各地域で活躍されている女性農業者との交流
会を行い、次世代農業女子の将来の経営像のイ
メージ醸成を支援した。
●事業群の目標達成への寄与
・地域の担い手となる女性を育成することによ
り、経営力向上に寄与した。

3

農業経営改善促進資金
融資費

認定農業者に対し、農業経営改善に必要な短期運転資金を民
間融資機関の融資に比し低利（1.5％）かつ借入限度額も有利な
条件で行うため、長崎県農業信用基金協会に無利子で原資の
一部を貸し付けた。

近代化資金融資事業費

農業近代化資金の円滑な融通のため
のガイドライン、長崎県農業近代化資
金融通措置要綱S36- 貸付総件数に対する

計画どおり償還が行
われている件数の割
合（％）農業経営課

2

ながさき農業オープンア
カデミー設置事業費

農業大学校において、若い農業者を対象として、全国からの
優秀な講師陣による講座やワークショップの実施等により、優れ
た経営感覚を備えた担い手の育成に取り組んだ。

取組
項目
ⅰ

●事業の成果
・国内トップクラスの講師陣による高度な内容の
講座を開催し、受講生からも高い評価を得ること
ができ、担い手の資質向上につながった。受講
者数は15名となり、その内80%が経営改善目標
を設定することができた。
●事業群の目標達成への寄与
・農業経営感覚に優れた農業者が育成され、経
営改善や経営規模拡大に寄与した。

講座受講生のうち経
営計画を作成した人
の割合（％）

4

農業負債整理関係資金基本要綱、長
崎県農業経営負担軽減支援金融通
措置要綱H7- 貸付総件数に対する

計画どおり償還が行
われている件数の割
合（％）農業経営課



3,372 2,840 783 78 92 117%

3,735 2,700 779 78 94 120%

4,832 3,797 1,921
R4-:新任普及員研修
回数（回）

6

539 543 100%

651 639 98%

― ― ―
R4-:新任普及員の研
修有益度（％）

82

2,844 2,131 93,106 【活動指標】 1,000 679 67%

2,739 2,026 93,451 1,000 546 54%

3,996 2,811 91,403 1,000

【成果指標】 35 34 97%

36 34 94%

〇 ― ― 37

330,231 231 44,597 【活動指標】 70 78 111%

330,046 162 44,762 70 78 111%

330,113 113 43,781 70

【成果指標】 79,380 62,314 78%

79,145 73,546 92%

― ― ― 85,241

33,017 17 783 【活動指標】 3 3 100%

29,813 109 786 3 3 100%

25,079 79 768 3

【成果指標】 20,000 20,113 100%

20,000 26,725 133%

〇 〇 ― 20,000

264,551 264,551 7,042 【活動指標】 15 30 200%

248,541 248,643 7,068 25 74 296%

234,497 234,497 6,912 24

【成果指標】 753 751 99%

785 780 99%

― ― ― 796

●事業の成果
・森林整備の中核的な事業体である林業公社に
整備資金貸付等を行うことで、林業公社の経営
の安定と森林整備の推進に寄与した。

分収林契約変更推進
活動（件）

長崎県林業開発促進資金貸付条例、
長崎県森林整備法人利子助成金実
施要綱H18- 森林整備面積(ha)

（林業公社）林政課 林業公社

木材産業等高度化推進
資金

木材の生産及び流通の合理化を促進し、木材供給の円滑化
を図るため、森林組合、木材協同組合等、県内の木材の生産又
は流通を担う事業者に対し、事業の合理化に必要な資金を、低
利(1.2％、1.6%)及び低保証料率による信用保証等、民間金融機
関の融資と比較して有利な条件で融資した。

●事業の成果
・2事業体に、総額29,500千円の貸付を行ったこ
とにより、事業の合理化と木材供給の円滑化に
つながった。

関係団体等への周知
活動（回数）

合理化計画の国産材
事業量（㎥）林政課 森林組合、木材協同組合等

林業経営基盤の強化等の促進のため
の資金の融通等に関する暫定措置法
第6条第1項第2号

9

7

農業産地指導力強化事
業 農業所得1,000万円以上を志向する経営体の規模拡大の実現

を支援するため、普及指導員の指導力強化を図る研修を実施し
た。

―

R元-6

農政課 農業普及指導員

10

森林組合等事業資金貸付要綱
S47-

林政課 森林組合連合会、森林組合

●事業の成果
・コロナ禍の影響により普及指導員が事業体に
対し指導をする機会が減少したため、活動指標
は目標に達することができなかった。
・森林総合監理士については、コロナ感染拡大
を避けるため出張制限等があり受験者を確保で
きず、新たな登録者を増やすことはできなかっ
た。
・林業普及指導員による森林所有者への巡回指
導や林業事業体への技術指導、施業の集約化
や産地計画等の実行支援を行うことで、事業体
の経営安定に寄与した。

●事業の成果
・普及指導員が、栽培技術や法人化、経営継承
等の農業経営規模拡大にかかる課題解決手法
を習得したことにより、規模拡大を試行する経営
体を支援できた。
●事業群の目標達成への寄与
・普及指導員が研修で習得した知識・手法を活
用した農家支援を行うことにより、農業所得1,000
万円以上が可能となる経営規模の経営体の育
成に寄与し、経営体数が増加した。

【活動指標】
R2.3:普及職員の研修
受講者数（人）

【成果指標】
R2.3:農業所得1,000
万円以上が可能とな
る経営規模に達した
経営体数（経営体）

8

林業普及指導費

林業事業体に対し、現場での林産技術指導や森林経営計画
の実行支援、経営指導等を行い、生産性の向上や労働安全の
確保、事業体経営安定等の支援に取り組んだ。また、森林組合
の指導及び検査を実施し、業務の適正化を図った。併せて持続
可能な森林経営を牽引する役割を担える林業普及指導員を確
保するため、森林総合監理士の資格を持つ職員の育成に取り
組んだ。

巡回指導の対象者数
（林業普及指導員1人
当り人数）

森林法第187条第1項、第2項
林業普及指導推進要綱

S25-
森林総合監理士登録
者数（人）

林政課 林業普及指導員、市町、森林所有者等の林業関係者取組
項目
ⅰ

11

長崎県森林整備法人利
子助成金

長崎県林業公社に対し、山林経営事業の運営のため必要な
資金の無利子貸付、利子補給等を行い、その事業の円滑な運
営と育成を図るとともに、植栽木の成長が悪い森林や木材搬出
が困難な森林の調査、分析、検討（長伐期・非皆伐施業への転
換）等に必要な経費を助成した。

S54-

貸付支援を行った森
林組合等の割合（％）

森林組合が扱う素材
生産量（㎥）

森林組合育成指導費 長崎県森林組合連合会、森林組合の林業経営の振興を図る
ため、事業資金の低利貸付けを実施した。

併せて森林組合の指導及び検査を実施し、業務の適正化を
図った。

●事業の成果
・森林整備の中核的担い手である森林組合を育
成強化するため、運転資金の低利融資を行った
ことにより経営力の強化・改善を進められた。



57 0 783 【活動指標】 3 3 100%

47 0 786 3 3 100%

20,000 0 768 3

【成果指標】 20,000 0 0%

20,000 0 0%

〇 〇 ― 20,000

31,123 31,123 7,042 【活動指標】 7 7 100%

28,037 0 7,068 7 6 85%

　 　 　 　 　 　

【成果指標】 10 5 50%

7 8 114%

〇 ― ― 　 　 　

　 　 　 【活動指標】 　 　 　

　 　 　 　 　 　

48,263 0 6,912 14 　 　

【成果指標】 　 　 　

　 　 　

〇 ― ― 9 　 　

ⅰ

●実績の検証及び解決すべき課題 ●課題解決に向けた方向性

　 14

森林環境譲与税事業費
（担い手対策）

　意欲と能力のある林業経営体を目指す林業事業体や林業参
入事業体に対しておためし林業等の研修を実施する。
　また、意欲と能力のある林業経営体の育成を図るため、各事
業体が策定する産地計画の中間分析を行い、さらなるステップ
アップを目指した10年後の将来像（計画）策定及び実行等への
支援を行う。

―

産地計画を策定した
林業事業体数(のべ
数：者)

森林環境税及び森林環境譲与税に関
する法律第34条第2項(R4新規)R4-6 意欲と能力のある林

業経営体延べ数
（事業体）林政課 林業事業体、林業参入事業体

　 13

森林環境譲与税事業費
（意欲と能力を育む林業
プログラム・森林の守り
人強化促進事業）

　意欲と能力のある林業経営体を目指す林業事業体や林業参
入事業体に対しておためし林業等の研修を実施した。
　また、意欲と能力のある林業経営体の育成を図るため、新規
参入・生産拡大・処遇改善に取り組む事業体に対して係る経費
を支援した。

●事業の成果
・研修開催は6回、生産拡大等への支援は8事業
体に行い、4事業体が「意欲と能力のある林業経
営体」となるための基礎となる産地計画を新規
策定した。
・「意欲と能力のある林業経営体」の認定数は計
画を達成し、事業体の中長期ビジョンである産地
計画の実行により、搬出間伐の生産性向上に寄
与した。

事業体への研修会等
の回数（回）

森林環境税及び森林環境譲与税に関
する法律第34条第2項(R3終了)R元-3 意欲と能力のある林

業経営体延べ数
（事業体）林政課 林業事業体、林業参入事業体

林業改善資金貸付金
林業・木材産業に関する新しい事業を始める、機械施設を充

実する、働く環境を整えるなどの事業を支援するため、民間金融
機関の融資より有利である無利子資金の貸付制度のPRや指導
を行い、その貸付及び償還金収納事務等を長崎県森林組合連
合会に委託した。

取組
項目
ⅰ

●事業の成果
・具体的な借入の相談はあったが、事業実施の
先送りや他資金の活用など、事業者側の都合に
より令和3年度の貸付実績はなかった。
・高性能林業機械等購入の国庫補助事業がある
ため、本資金の貸付が減少しているが、補助金
が不足した場合のセーフティネットとして重要で
ある。

関係団体等への周知
活動（回数）

林業・木材産業改善資金助成法第1
条S51-

林業改善資金貸付金
（千円）林政課

林業・木材関係事業者、長崎県森林組合連合会、長崎県木材
協同組合連合会

12

３．実績の検証及び解決すべき課題と解決に向けた方向性
農林業経営者が安定して事業継続できる経営力の強化

・農業所得1000万円以上が可能となる経営規模に達した経営体数は目標の98%にとどまったが、その主な要因としては、後
継者不在の高齢農家の規模縮小、コロナ禍の影響による資材高騰・労力不足などが考えられる。

認定農業者の経営体数についても農業所得1000万以上経営体と同様の理由による再認定辞退やコロナ禍による推進活
動の停滞の影響もあり、目標を下回る見込みである。

来年度は、これまでの活動に加え、新規認定農業者の更なる確保推進、後継者確保に向けた経営継承推進に取り組む必
要がある。

・林業事業体に対し、森林整備や木材産業の振興等に必要な資金の貸付や、林業普及指導員による技術指導、施業の集約
化や森林経営計画の実行支援、製材事業者等に対する経営支援等を通じて、令和3年度末には森林経営管理法に定める
「意欲と能力のある林業経営体」が8事業体となったが、従事者の定着率向上が課題となっている。

・引き続き、県・市町担い手協議会によるカウンセリング・経営シミュレーション提案・計画見直
し、優良事例の情報発信、専門家の個別派遣による課題解決、地元人材・外国人材・障害者
等の労力確保支援に加え、新たに、ライフサイクルを考慮した長期規模拡大計画の作成支
援、新規認定農業者候補のリストアップと推進活動を行う。
　後継者不在農家の経営継承支援については、推進体制の整備等の取組を進めていく。

・林業事業体の経営力の強化による林業就業者の定着率の向上を図るため、外部コンサル
の活用による将来ビジョンの策定やビジョンの実現に向けた取組等を支援する。



○

４．令和４年度見直し内容及び令和５年度実施に向けた方向性
取
組
項
目

中
核
事
業

事
業
番
号

事務事業名
令和４年度事業の実施にあたり見直した内容

令和５年度事業の実施に向けた方向性

事業期間 事業構築
の視点

見直しの方向 見直し区分
所管課(室)名 ※令和４年度の新たな取組は「R４新規」等と、見直しがない場合は「―」と記載

1

ながさきの農業担い手
育成支援事業費

普及指導員等指導者の指導力向上のため、経営担当と担い手
担当を対象に、経営継承の必要性・支援事例・税務・グループ
ワークを組み合わせた研修会を開催した。また、農業者が抱える
多様な課題に対応するために、必要な専門家や伴走機関をそろ
えた長崎県農業経営・就農支援センターを設置し、課題解決まで
の伴走支援を行った。

②
⑨

農業所得1000万以上経営体および認定農業者の確保・育成に向け、新たに、ライフ
サイクルを考慮した長期規模拡大計画の作成支援、新規認定農業者候補リストアップ
と推進活動に取り組む。経営継承支援（支援対象農家の掘起し・意向確認、第三者継
承も含めた経営継承体制整備、指導者・農業者への経営継承の理解醸成）は、別
途、R5年度新規事業で検討する。

改善

R3-5

農業経営課

2

ながさき農業オープンア
カデミー設置事業費 オンラインの活用や対象年齢の拡充など参加しやすい環境づく

りを進める。また、基礎講座（若手農業者）の開催と卒塾生講座を
組み合わせて農業者の資質向上の取組を行う。

②
受講生や若手農業者の意向を把握し、経営管理や販売戦略等の事例研修など講

義内容の充実を図るとともに、引き続きオンラインの活用等、より参加しやすい環境づ
くりを進める。

統合

R3-5

農業経営課

7

農業産地指導力強化事
業 幅広い知識を有し、現場適応能力の高い普及指導員を早期に

育成するための新任期研修を充実させる。
②

「第3期ながさき農林業・農山村活性化計画」の目標達成に向け、幅広い視野で農業
産地のコーディネートを行うことができる普及指導員の育成強化に向けて、効果的・効
率的な研修の実施に努める。

改善
R元-6

農政課

農政課

6

次世代農業女子発見・
育成事業費

地域の担い手となる女性農業者を育成することに加え、地域農
業を牽引する「農業女性リーダー」を育成するため、次世代農業女
性リーダーを対象に必要なスキルや知識を習得できるような研修
会を開催する。

②

コロナ禍での事業実施となり、研修会や交流会への「次世代農業女子」や「次世代
農業女性リーダー」の参加が少ない地域があるため、JAや市町、農業委員会等の関
係団体とも連携して対象者のさらなる掘り起こしと参加呼びかけを進め、研修会や交
流会への参加を促すとともに、魅力ある研修内容となるよう努める。

改善
R3-5

取組
項目
ⅰ

14

森林環境譲与税事業費
（担い手対策）

　R4新規 ②
令和4年度中に作成する林業事業体及び林業専業作業員等の育成（研修）プログラ

ムに基づき、各事業体が育成するキーマンの選定や人数等を決定し、県がリーダー
育成に向けた研修を実施する。

改善
(R4新規)R4-6

林政課

11

長崎県森林整備法人利
子助成金 　新型コロナウイルス感染症拡大の影響を考慮し、総会や会議を

書面決議及びリモート会議に変更した。
― ― 現状維持

H18-

8

林業普及指導費

従来から実施している林産技術の普及指導に加え、森林整備事
業の効率的な管理技術を普及させるため、県農林業技術開発セ
ンターと連携し、ICT技術を現場で活用できる人材を重点的に育成
する。

また、森林総合監理士や林業普及指導員の資格取得者を増や
すため、R4年度は主に県若手職員を対象にセミナーへの参加や
技術向上を図る研修会の開催など資格取得を支援する。

②

引き続き、効率化・省力化を目的とした林産作業システム（路網・機械化）をより高度
化するためのICT等を活用できる技術者を育成する。また、森林総合監理士や林業普
及指導員の資格取得者を増やすため、林業公社や森林組合の若手職員にも研修会
等への参加を促し、県全体の技術水準の向上を図る。

改善

S25-

林政課

林政課

9

森林組合育成指導費
　新型コロナウイルス感染症拡大の影響を考慮し、会議をリモート
開催に変更した。

― ― 現状維持
S47-

林政課



注：「２．令和３年度取組実績」に記載している事業のうち、令和３年度終了事業、100%国庫事業など
で県の裁量の余地がない事業、公共事業評価対象事業、研究事業評価対象事業、指定管理者制
度導入施設評価対象事業については、記載対象外としています。

【事業構築の視点】

①　視点①　事業群としての成果目標に対し、特に効果が高い事業の見極め、 事業の選択と集中ができているか。
②　視点②　指標の進捗状況に応じて、その要因分析及びさらに高い効果を出すための工夫、目標に近づけるための
　　工夫を検討・実施できているか。
③　視点③　人員・予算を最大限効果的に活用するための事務・事業の廃止・見直しができているか。
④　視点④　政策間連携により事業効果が高められないか。事業群としてリーダーの明確化、関係課の役割分担・
　　協力関係の整理ができているか。
⑤　視点⑤　県と市町の役割分担・協力関係の整理・認識共有ができているか。
⑥　視点⑥　県と民間の役割分担・協力関係の整理・認識共有ができているか。
⑦　視点⑦　戦略的に関係者の行動を引き出せているか。
⑧　視点⑧　国制度等の最大限の活用が図られているか。国へ政策提案（制度改正要望）する必要はないか。
⑨　視点⑨　経済情勢等、環境の変化に対応した効果的・適切な見直しとなっているか。
⑩　その他の視点


